
教養理念とドイツ市民層の再検討
一教養と市民層および国家一

宮本直美
本論文は、教養市民層研究の一つとして、教養理念自体と19世紀ドイツの市民層および国家との関連を、
そしてドイツのナショナリズムとの関連を、従来の歴史学・社会学における研究とは異なる視点から再考察
するものである。しばしばこの種の研究に見られるような、「教養市民層」に属する人々が実際にどんな活
動を行なったのかではなく、この抽象的理念と特定の社会層との結びつきが何を招いたかが本稿の主たる問
いとして立てられる。そこから「国家」と「国民」では説明できない「ドイツ」が浮かび上がってくるので
ある。

市民層の成立や没落を問題にする社会学的な考
察も見られるのだが、筆者の立場はそれらとも
一線を画するものであり、つまり限定的な「教

養市民層」それ自体の考察をしようとするもの
ではない。教養市民層研究の一環でありながら、
しかしそれ自体の研究ではないと言うときの筆
者の問題意識は、ある抽象的理念とある階層と
が結びついたことの意味を、むろんそれが社会
的に多大な影響力を持つに至った文脈におい
て、それを分節化して再考することにある。こ
の点を強調して述べた上で、しかしながらそも
そも教養市民層とはどのようなものであるか
を、結論としてではなく、本考察の作業上の定
義としてある程度特定化しておく必要があろ
う。

はじめに

ドイツ近現代史において独特のカテゴリーと
される教養市民層については数十年来、膨大な
研究が積み重ねられてきた。本論文もこのドイ
ツ特有の階層への関心に基づくものであること
をまずは述べるとともに、筆者がこれらの先行
研究に対してどのような立場を取るのかを予め
明示しておこう。教養市民層研究を担っている
のは言うまでもなく専ら歴史学であるが、筆者
はその成果に依拠しつつも、その方法および視
角を共有しないという点で、歴史研究からはひ
とまず距離を置くこととする。教養市民層の研
究の主眼とはすなわち、実証的な資料研究のも
とに具体的な担い手の状況とその活動をつぶさ
に追うことによって、この階層の厳密な定義を
試みようとする-それは不可能であるという
結論を出すにせよ-ものであり、その意味で
この階層のより明確な実体化を目指すものとも
言える。そのような実体化の作業の上に、教養

1.教養市民層

(1)ドイツの市民層
教養市民層と呼ばれる集団の成立には、その
前提として、市民層そのものが包含するものの
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複雑性が不可分に関わっている。市民研究に従
事した社会史家によれば、市民とは特定の法律
によって定義されてはおらず、また同じ職業に
よって同定することができず、血統や権力への
参加機会という点でも特徴づけられず、そして
また名誉でもなく、つまりこれを一つの身分と
して見なすことは困難であること、そして最終
的にはその時々の緊張ないし敵対関係にある集
団への抗告によって、すなわちはじめは貴族、
後にはプロレタリアートに対して市民は限定さ
れ、その限りにおいて一つになったことが提示
されている[Conze&Kocka,1985:10]。この
指摘は、市民と呼ばれてきたものの実態がいか
に多様で複雑かつ一貫していないものであった
かということを実証してきた歴史研究の一つの
帰結であろうが、この概念の複雑性がもっとも
顕著だったのはどこよりもまずドイツであっ
た。
市民概念が特にドイツにおいて複雑な様相を

呈したことは、その語の問題にもその根を発し
ている。イギリス、フランスとの決定的な違い
は、こうした国々がcitizen/burgessあるいは
citoyen/bourgeoisというような、市民に関する
複数の語をすでに中世以来持ってきたのに対
し、ドイツ語圏ではBurgerの語しかなかったこ
とである。それゆえにイギリスやフランスでは
ドイツにおけるほどこの語は変化に富んではい
ない[Riedel,1979=1990:13]。もちろんそれは、
中世ドイツがその二つの用法を必要とする社会
ではなかったことをも意味しているのだが、そ
れゆえに19世紀以降、この一つの語に後から
必要になった意味が付加されることになったの
である。中世においてはBurgerは貴族・農民と
並ぶ一つの身分として明確に定義されていた
が、その意味するところは、都市の城壁内に居
住し、土地と家を持ち、特権としての「市民権

Biirgerrecht｣、すなわち営業権を持ち、かつ市
民宣誓BurgenTeidを行なった者のことであった
[松本、１９８１:32-33]。したがって本来Burgler
とは商人ないし手工業者のことを指していたの
である。その後、この概念は絶対主義、そして
フランス革命の影響を受けて変容してゆくこと
になるが、基本的にはこの時代、フランスがブ
ルジョワとシトワイヤンを明確に区別したほ
ど、ドイツは内発的にはその必要性を感じては
いなかった。それは単にそれに相当する語が存
在しなかったためばかりではなく、「古い帝国
の分断された地盤においては自立的な市民意識
がほとんど形成されえなかったという点」にも
原因を認める見解がある[Riedel,1979=1990:
153]。しかし18世紀にはドイツ社会内部から
市民と呼ばれる層にいくつかのタイプが-い
くつかのタイプに分ける必要が--生じてい
た。たとえば1794年に制定された「プロイセ
ンー般ラント法」においてはBulgerは都市市民
権の保有者／貴族・農民以外／一般的な意味で
の市民、というような３つのレベルで用いられ、
さらに同時期、都市から離れた概念として、財
産あるいは教養、またはその両方をメルクマ･一
ルとした「中間身分・中間層」としての用法も
見られ始める。1９世紀のBUrger概念を検討し
たうえで松本は、Btirgerを貴族・農民と並ぶ-一
つの身分として捉える見方は通念として根強か
ったと述べているが［松本、1981:３７]、この
指摘は先に挙げたコンツェ及びコッカによる広
義の市民定義ときわめて近いところにあり、つ
まりこの時期の市民には、明確な定義ができな
いままに様々な層が含まれることになったわけ
である。市民としての共通性は、貴族ではな《《
また農民でもないという点にこそ残った。本来
は「市民権」あるいは「市民宣誓」という基準
によって同一化できたにもかかわらず、１８世
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紀後半にはそのうちに多様性を内包せざるをえ
なくなっていたこの集団は、単に後世の研究者
の目から見て一つのカテゴリーとして便宜的に
扱われているに過ぎないのではなく、確かに同
時代人によってそのように経験され、呼ばれて
いた社会文化集団なのである[Conze&Kocka,
1985:ll]。しかし彼らにとってはもはや積極
的な定義は不可能であり、しかし昔ながらの通
念の効力から、市民とは貴族・農民ではない
人々とされることになり、つまり結果的には残
余としてのカテゴリーを引き受けざるをえなく
なったのだと言い換えられよう。
名称の所与性と内実の多様化によってもたら
された消極的定義一そうした状況下で自らを
何とか積極的に定義しようとする動きが起こる
ことは想像に難くない。そこには貴族の弱体化
という条件が前提とされるが、18世紀末には
市民層にとっての共通の指標が探求されるよう
になった。そこに挙げられるのは財産と教養で
あるが、たとえばフランスにおいて財産所有
層＝ブルジョワという市民層が形成されたのに
対し、ドイツにおいては財産を所有する市民と
は別に、教養を持つ市民層が形成された。市民
層の二つのタイプの区別について、マンハイム
は次のように言っている。「近代市民層には最
初から二つの社会的な根があった。市民層は一
方では資本の所有者、他方では教育を唯一の資
本とする諸個人から成っていた。そこから財産
と教養のある階級ということがいわれたわけだ
が、しかしイデオロギー的には教養層と財産の
ある階級がすっかり重なりあっていたのではな
い」[Mannhem,1929=1968;Ringer,1969=1991:
ｌの訳]。この区別の上に、さらに松本が「『教
養」の「所有』者が、現実には「所有ｊ者階
級＝ブルジョワジーと重なりつつあったにもか
かわらず-あくまで後者の階級とは区別され

た一つの身分として、…むしろ積極的な価値を
与えられていたのがドイツの教養をもった
BUrger=Bildungs-BUrgerであった」[松本、1981:
48］と述べているように、ドイツでは教養を持
った市民という概念こそが脚光を浴びた。18
世紀後半から19世紀初頭にかけて、フランスや
イギリスでは全く同じものを見出すことができ
ないような集団がドイツで出現したのであり、
それがすなわち教養市民層BildungsbUrgertumで
あるとされているのである[Rmger,1992=1996
:39](')。

(2)狭義の教養市民層
ここで「教養市民層」の概念について、その

基本的な枠組みを断っておく必要がある。教養
市民層BildungsbUrgertumの定義はたとえば「18
世紀末から19世紀初頭にかけてのドイツで
｢教養」'Bildung'なる理念を核として輪郭をと
とのえていった、身分としての性格の濃いエリ
ート階層」［野田、1988:21,255]とされるが、
リンガーによるさらに限定的な定義によれば
｢教養市民層とは中等学校を卒業した全員のこ
とを指し、また、大学で勉強するための唯一必
須の条件となったAbitur(中等学校卒業試験）
の合格証を持つすべての者」および「同程度の
教育を受けた女性たち」である[Rmger,1992=
1996:39-40]。またコンツェ及びコッカによれ
ば「BildungsbUrgertumとは、市民層のうち、そ
の社会的な生活状態と個々の職業機会が教養特
許Bildungspatentの所有によって決まる人々」
[Conze&Kocka,1985:ll]と定義されている。
こうした教養市民層BildungsbUrgertumの研究者
が主として対象としているのは、「教養」が
｢資格証明」によって特権化されているその構
造であり、それは時期的には19世紀後半から
20世紀初頭に重ねられている(2)。ヴェーバー
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が言及している「教養層Bildungsschicht」ある
いは「教養身分Standder!IGebildeten''」の概念
も、この時期の特権化された教養を核とした市
民層のことであり、それは官僚制との密接なつ
ながりを持つ。教養市民層についてのこのよう
な一般的理解に対して、本稿は資格ではなく教
養という抽象的な理念そのものを検討するもの
であり、その点ではある意味で厳密な
Bildungsbiirgertumの研究の範晴からはずれる可
能性もあろうが、しかしながら注意を要するの
は、そもそもBildungsbUrgertumという語自体は
1945年以降に使用されるようになった術語で
あって[Conze&Kocka,1985:11]､一方19世紀
初頭のドイツにおいてはすでに教養を持つ市民
層という観念は流布していたということである
(3)。言い換えれば、教養市民層研究は19世紀
後半の時代と共に語られることが多いが、「社
会的概念であるBurgerが文学・哲学運動によっ
てBildungと結びついた｣[Conze&Kocka,1985:
ll]という歴史的事実のみを追認するのではな
く、筆者が冒頭で立てた問い、すなわち抽象的
理念と階層との結びつきの意味とは何かを考え
るに際しては、むしろ狭義の「教養市民層」確
立以前こそに目を向ける必要があるということ
である。筆者が射程に入れているのは、「1800
年頃のドイツでは教養を持つ身分は暖昧な形で
はあったが高く評価されていた」[Taddy,1993
:13]という表現から窺えるような、教養と市
民の緩やかな結びつきであり、またそれゆえに
広義に「教養市民層」と呼びうる集団であ
る(4)。

なった教養理念とはどのようなものだったのだ
ろうか。すでに触れたように、市民の特異性|ま、
18世紀後半までに元来の「都市市民」として
の核を失っていたこの層の境界の暖昧さ、残余
としての集団規定を引き受けざるを得なくなっ
ていた心許なさといったものにあると言えよ
う。こうした自らの身分に積極的な定義を試‘み
始めたのは新人文主義の運動であったとされて
いる。リーデルはその代表例としてゲーテを引
用しているが、それによれば「市民には君は,何
者かと尋ねることは許されない。君は何を持っ
ているか、どんな洞察を、どんな知識を、どん
な能力を、どれほどの財産を持っているか、と
聞いてみることができるだけ」なのである
[Riedel,1979=1990:170-171]。このとき、「君
は何者であるか」と問うことができる者として
想定されているのは、言うまでもなく貴族であ
る。貴族は高貴な生まれないし血統という地位
を生得的に持っている人々と考えられていたの
だが、新人文主義者たちは「生まれ」よりも価
値あるものとしての市民像を示した。彼らの提
唱する市民とは、その獲得物によって成立す｡る。
つまり教養にせよ、財産にせよ、血統によって
生前に約束されているものではない。それらは
生得的地位に代わる新たな地位を保証するもの
であり、したがって市民の条件とは後天的に獲
得したものにあるとされた。そうしたものでさ
えも、ブルデュー的に考えれば純粋に後天的に
自力で獲得したものであるということには疑問
が投げかけられようが、しかし、彼らの思想に
おいて重要だったのは、教養や財産の再生産構
造ではなく、「貴族」という言わば絶対性に対
抗し得る所有物であった。その際にドイツにお
いては財産ではなく教養が注目されたことには
ブルジョワの未発達という条件が考えられる(の
だが、しかし結果的に価値を与えられた教養は、

2．教養理念とは何か

(1)教養理念の論理
それでは、ドイツの市民層と結びつくことに
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成への努力を続けている人間であり、個性を統
合された「全体性」へと作り上げることを目指
す人間である。リンガーは「1800年頃には
Bildungを通して自己を高めるという思想は何
よりも出生に基づく永続的な社会的区別に対す
る社会的に進歩的・普遍主義的な挑戦だった」
[Ringer,1992=1996:100]と述べているが、こ
のような教養理念には、生得的でかつ永続的に
不変の地位を持つ貴族に対抗して、自身の努力
ないし心構えの意識的な継続が価値あるものだ
とする信念がこめられている(6)。
貴族に対置する形で自己を証明しなければな
らなかった階層が採った方法は、出生と共にそ
の生の終わりまで保証される血統の正統性とは
対照的に、その生自体の様式によって自身を示
す方法であった。彼らが教養の理念のもとに体
現しようとしたものは、何者かではなく、どの
ように生きているか、だったのだと考えること
ができる。重要なのは何らかの到達ではなく、
不断にそれへと向かう過程、その時間の継続、
あるいは時間を埋め続けることなのであり、し
たがって当初の教養とは資格によって固定的に
付与されるものではなかった。個人の内面的完
成への努力を続けることこそが市民の証とされ
たのであり、つまり教養とは市民の‘生の様式’
であったと言うことができよう。強調しておき
たい論点は、後のドイツ社会において多大な影
響力を持つことになった新人文主義的教養理念
は、市民層の自意識をこそ必須条件として成立
したことである。
教養の先行研究についての考察から導くこと
のできるこの小括について更に検討してみよ
う。言ってみれば本質主義的に決定される貴族
に対して構築主義的な選択を行なった市民の生
の様式とは、何を意味していると考えられるだ
ろうか。自己完成への不断の努力、その過程こ

財産を持っている市民にもそうでない市民に
も、原理的には獲得可能なものであったために、
一層共通の‘普遍的な，指標となりえたとも言

える。
さてその教養という概念それ自体が持ってい

た意味に注目してみれば、それは知識というよ
りもむしろ、人格形成と道徳教育を結び付けた
概念[Mosse,1985=1996:13]であって、Bildung
とは「教養」の他に「陶冶」あるいは「文化」
と訳される。特に新人文主義の教養理念は人間
の持つ個性の開花ないし啓発を目指すものであ
り、「《内面的》に自己発展していく人格性」
[Riedel,1979=1990:1691であったということ
が、教養および教養市民層の研究において一般
に認められている。この言葉が意味するところ
は当時から多様であったことが指摘されている
が[Vierhaus,1972:547;Roth,1996:121](5)、
様々になされた教養定義の中で最大公約数的な
ものとしては、教養理念に基づいて教育改革を
行なったフンボルトの理解がしばしば持ち出さ
れる。すなわち「人間の真の目的は…みずから
のもろもろの能力を一つのまとまりある全体に
向けて最高度に、しかももっとも調和のとれた
仕方で発展させることである」というものであ
る[Vie巾aus,1972:521;野田、1988:255に引
用]。つまり教養とは、人間個人の内面を発展
させてゆくことであった。Bildungとは、当時
からむしろsichbilden=自己を形成する行為、
過程、すなわちその動詞的意味が強くこめられ
た語であり［松本、1981:50]、したがって教
養を持っているという状態よりも、あるべき完
成状態へ向かう自己形成の途上であり、その営
みを継続しているという過程こそが、教養理念
にとっては本質的なものだったと言うことがで
きる。教養を求めた人々、あるいは教養を持っ
ていると目され、尊敬された人々とは、自己完
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そが市民の証であるならば、要件としてそれを
支えているのは、自己完成の非実現である(7)。
つまり、自己完成という何らかの確定的な状態
へ至ることは、市民の生にとって最終的にはあ
りえないからこそ市民としての証明が可能にな
るのであり、その実現は生きている限り遅延さ
れるか、あるいは禁止されていると言ってもよ
いだろうが、このような‘生の様式’はプロテ
スタントの救済信仰と職業倫理と同様のもので
あろう。またそれゆえに、実現へ至るための手
段・方法（教養の実践）については明確な提案
が数多くなされたのに対して、その完成状態と
はどのようなものであるかが具体的に提示され
ることはなく、抽象的な表現にとどまっている
のである。したがって教養の根本理念は何ら具
体的な目標を掲げるものではなく、豊かな内実
を期待させつつ生の道筋を提供するだけの空の
枠組み、あるいは空の器のようなものと言える
のではないだろうか。そしてそれは時間的・内
容的な充填を要請するものである。筆者の立場
は教養がむしろ当初から空洞であったがゆえ
に、その理念のもとに様々な充填活動が活発に
行われたと考えるものである。そこには原理的
には誰もが参加できるという開放性・普遍性が
保証されており、この理想的な理念がより広い
範囲の人々を引き付けることとなった。そして
またこの理念が実際に幅広い層に開かれていた
からこそ、1８世紀末以降、市民による文化活
動が活性化しまた拡大したと考えられるのであ
る。

って形骸化したということが理由として持ち出
されるからである。しかし、ともするとそうし
た言説からは教養の本来的な内実に対する研究
者自身の期待が炎り出されてきてしまう。「人
格形成にとって唯一正統な道とされてきた学問
研究がもはや自己完成を保証しえなくなってき
た」［田中、1990:154]ことがその要因として
挙げられるときには、研究者自身に教養および
自己実現への信頼、すなわち当初のそれは自己
完成を保証し得るものだったのだという信頼が
内面化されていると見ることができるのであ
る。しかし、他ならぬ田中自身が受け入れてい
るように、伝統社会から産業社会への発展の中
間段階、つまり産業化が遅れている段階＝ブル
ジョワの未発達段階においてのみ教養や学問を
所有する階層がヘゲモニーを発揮しうるのだ
[Conze&Kocka,1985:26;Rmger,1992=1996:3
も参照］という、教養市民層の成立根拠を採用
するならば、この階層の没落の要因には産業化
の進展を挙げれば十分であって、教養理念の
‘空洞化，ないし失効性を持ち出す必要はない。

尤も、教養市民層の没落現象を説明するとい
う特定の文脈においてのみならず、教養と市民
を対象とした研究において、‘新人文主義的な
教養理念の空洞化’はほぼ共通見解を得ている。
この空洞化とは、単に自己完成を保証しえない
という抽象的な次元で言われるのではなく、万
人に等しく近づきやすく、出自の如何にかかわ
らず獲得可能であるとされた理想的な教養がや
がて差異化・卓越化の機能を果たすに至った‘と
いう具体的な機能変化を意味している。実際、
ブルデユーの理論に則って教養を文化資本と捉
え、そのデイスタンクシオン機能によって市民
層の形成を説明しようとする見解は受け入れら
れているが[Bausinger,1987;Hein&SchulZ,
1996:14など]、後世から批判するまでもなく、

(2)教養の理念と機能
このような捉え方は教養についての従来の一

般的見地とは異なる。というのも、しばしば狭
義の教養市民層の没落に関しては「教養理念の
空洞化｣、すなわちこの理念が徐々に意味を失
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教養の排他的機能は当時から気づかれており、
特にマルクスにとっては教養は階級を形成する
ものであって、階級を超えた共通の教養理念な
どありえなかった[Vierhaus,1972:547]。確か
に、教養という記号が果たしていた差異化機能
は否定しがたいものであり(8)、したがってこ
うした説明の妥当性に疑義を呈することはでき
ないが、しかしながら、差異化機能を認める研
究のいずれにおいても共通に指摘されているの
は、当時の教養の二面性、すなわち教養に基づ
く活動の排他的な側面と、そして相変わらず理
想的なものであり続ける開放的・普遍的な教養
理念自体との両面性である。しかしこの点につ
いては単に二面性と了解するのではなく、もう
少し慎重に語らなければならない。ある社会に
おいて何らかの信頼を得ているものであれば、
その獲得が卓越化の指標として働くことは十分
にあり得るし、その逆も同様、差異化の指標は
社会の信頼を得ているものでなければその機能
を果たし得ない。だとすれば、理想としての教
養への信頼と結果的にそれが果たした差異化機
能は、二面性というよりは、論理的な必然的帰
結と言えるのであって、厳密には両者は次元を
異にして把握されるべきである。教養の差異化
機能は、その信頼性ゆえに生み出されるもので
あり、先に述べたようなその理念の内容自体が
招いたものとは言えない。この点を注意深く読
み取るならば、新人文主義的な教養理念が当初
は重要な意味を持っていたにもかかわらず、
徐々にその意味を失って「空洞化」の道を辿っ
たと叙述することは、妥当性を欠くだけではな
く、重要な問題を見逃していることにもなる。
差異化機能に注目した場合には、文化資本とし
ての教養は差異化の手段として一義的に規定さ
れることになり、広義の資本へと回収されるこ
とによって、それ独自の論理は無視ないし軽視

される可能性があることを指摘しておきたい。
つまり、財産所有よりも賞揚されたはずのドイ
ツの教養は、結局は前者と同じ役割を果たして
いたことにもなり、教養市民層という独特の集
団を生み出したドイツ近代を考察するには不十
分である感を否めない。この点で、理想的な教
養理念自体を、またそれが信頼され続けたこと
の意味をこそ見直す必要があるのである。こう
した批判的立場に立って、以下では不問に付さ
れがちな教養理念の内在的論理と市民層という
集団の問題について考察を続けよう。

3．教養と国家

(1)教養と「国家市民」思想
第２節では、最大公約数的な新人文主義的教
養理念をもとに、その内在的論理を導いたが、
多層的かつ多義的な展開を見せた教養理念にお
いて、一つの重要な役割を果たしたのは国家に
よる教育改革という局面での教養理念である。
敬虚主義の言語において世俗領域に現れた教養
理念は、まず第一に個の内からの自己発展への
道という意味を獲得したが、そこに根を持った
｢教育」的含意の強い教養理念が教育実践活動
と共に活躍することとなった[Vierhaus,1972:
511]・国家は理想的な国民を形成することによ
って国家統一と国力強化を緊急に果たさなけれ
ばならないと自負しており、そのような国民を
育成すると考えられた鍵が教養だったのであ
る。国家には教養ある精神と知識が必要である
ことが幾度も主張され、人々を教養ある人間に
教育することによってはじめて国民が形成され
ると信じられたが、特に目立って求められたの
は教養による分別と自制心の育成であり、教養
とは政治的な成熟度を表す指標とも見なされた
[Vierhaus,1972:542]。その中で、国民とほぼ
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同義に、かつ教養の獲得を意識して使用されて
いたのが国家市民StaatsbUrgerの概念であった。
こうした共通の国家的要請を背景に、フンボル
トらはすべての人々を等しく教化する普遍的教
養の概念に固執し(9)、教養理念に基づいた国
民教育思想は理想的なものであるかのようであ
った。フイヒテにおいても、教養が完全なネイ
ションを形成すべきこと、そして一人の例外な
くネイションになるべきこと、そしてそこにお
いてあらゆる差異が解消されることが主張され
ている[Vierhaus,1972:527]。そこではすべて
の人が自由で平等であるようなネイションが想
定されていたのだが、その点ではこうした議論
に現れる教養理念もまた、万人への開放性とい
う意味での普遍性という理想を保持していた。
しかしながら、同時にここには新人文主義的理
念の理想からの言わば逸脱が孕まれている。国
家主導によるネイション形成を目指す教養議論
においては、個々人の全く自由で自発的な発展
という発想は決して歓迎されてはいない。特に
フランス革命以後は過度の教化肋ergebildet、
または誤った教化verbildetへの警告が目立つよ
うになり、真の教養は境界を越えようとするも
のではないという、適度な教養の重要性が強調
された(10)。この点から言っても、教養人教育
のための国家介入は不可欠とされる。個の内発
的自己完成を主眼としているはずの教養は、こ
こではそれが個人によるものであるべきではな
いと、あるいはそれは教養ではありえないとさ
れたのである。求められた個の完成とはあくま
で国家に有益なものであり、つまり国家によっ
て管理・操作されるものであった。盛んに行わ
れたこのような議論は、専ら教育改革という明
確な課題に向けられ、それはギムナジウムや大
学の設立や制度改革、及び国家試験という形で
具体化された。こうした教養の制度化は、言う

までもなく教養の資格化へと直結するものであ
る。

(2)国家市民（＝国民）の拒絶
しかし、このような教養の議論において一貫
して要請されていたのが、先に挙げた国家市民
であったということは注目に値する。それは確
かにBurgerと呼ばれていたが、彼らが国家に有
益で均質な国民として求めた国家市民の概念に
は、社会階層としての市民の意は認められず、
また同様にそれは市民層の自己同定に結びつく
ものでもない。StaatsbUrgerのBurgerとはむし
ろ「公民」と考える方が妥当と思われるもの･で
あるが、こうした含意の幅は、Burger概念の多
義性の証左とも言えよう。StaatsbUrgerという
語は、この時期に見られ始めた造語だったのだ
が[Riedel,1979=1990:206;松本、1981:３３:|、
一時的に使用されるにとどまり、その後定着す
ることはなかった。この語が市民の階層アイデ
ンティティに関わるものではなかったことから
すれば、それは当然のことと言えようが、市民
層はこの概念を受け入れず、一方、教養の名を
冠することにはこだわり続けた。つまりこれは、
言ってみれば、国家市民思想の‘失敗，であぉ。
概念自体にアイデンティティのモメントが織り
込まれているか否かだけが問題なのではなく、
市民層が国家による保証を拒否し、あくまで直
力による教養を自身の基盤として採択したとい
うこともまた、ここから窺うことができる。実
際、この思想、すなわち国家公民の思想のもと
に徴兵制を施行しようとする動きに対しては、
教養市民層が強い抵抗を示していた[KUhne&
FIevert,1996=1997:71-72]｡StaatsbUrgerに対し
ては、市民層は帰属意識を芽生えさせなかった
のである。但し、この実質的な‘失敗，を気づ
かせないままに隠蔽したのは、国家による教育
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るのは、教養が解放するはずの個人、教養の不
可分な担い手である市民層、そして教養を国民
形成の鍵とした国家という、三つの項である。
ここでは教養理念そのものの解釈から、これら
の問題の関連を掘り下げたい。
前節で述べたように国家市民／公民思想を採

択しなかったということは、すなわち当時のド
イツ市民層が国家の保証によって「国民」とな
ることを選ばなかったことを意味する。ここで
教養理念の背景にあった当時のドイツの実情に
ついて簡単に確認しておく必要があろう。近代
的な国民国家が、国家・国民・民族の「一致」
をある程度錯覚させるものであるとすれば、ド
イツははじめからそれを前提条件に置くことは
できなかった。それは言うまでもなくドイツと
は分断された領邦諸国家の集合体であって、ド
イツという国家は存在しなかったからである。
彼らが慣習も制度もそれぞれに異なる領邦国家
内の「国民」を志向せず、市民層への帰属を求
めたことにこそ、ドイツ特有の問題があるので
ある。実際の国家でもなく国民でもなく、市民
たるがために教養の活動が推進されたことは何
を導いたのか-更に議論を進めよう。
すでに見たように、教養理念においては個

人・個性の開花といったものが主題となってお
り、したがってこの理念自体からはまず個人へ
の視線を受け取ることができる(11)。しかし、
この理念が当初から個々人にのみ向けられたも
のであるばかりではなく、ある集団に引き付け
られていたこともまた周知の事実である。それ
は教養理念の強調に関わったフンボルトら政治
家の見解に依るところが大きく、既に紹介した
ように、そこで想定されていたのは調和的でユ
ートピア的な共同体としての国家であった

[Kraul,1988]。彼らの教養理論を追ってゆけば、
当時における重要な教養理念の一つと共同体と

制度改革の実施である。つまり国家保証による
教養の資格化が主唱者たちの面目を施す結果と
なった。むしろ出自の正しいエリートを確実に
官吏として登用して国家に所属させるこのシス
テムは、その点において国家の側には好都合な
ものではあったが、政治家たちの掲げた理想で
ある、より広い層の人々の統合とネイション形
成という点では成功と言えるものではなかっ
た。国家市民／公民の思想が事実上失敗であっ
たならば、ではドイツ社会にとって何がより重
要な役割を果たすことになったのか-それを
問うとき、浮かび上がってくるのはやはり理想
を内に保ち続ける教養理念である。
排他的な文化的等級づけの機能、そして国家
に対してはあくまで適度な知識を備えて節度を
保つこと一一このような言わば負の側面と共
に、理想的な教養理念は常に持続低音のように
響いており、それゆえに教養理念そのものへの
過大な期待が消えることはなかった。それがい
かに弱体化し、背後に退こうとも、その信頼は
頑として存在し続けたのである。むしろその信
頼があったからこそ、後世の研究者たちはそれ
に矛盾する負の側面ばかりを重要な発見として
‘暴露，する方向に偏ってきたと考えられるが、

ここでは新人文主義的な教養への信頼の意味
を、すなわちそのことが一体何を導き得たのか
を考察することにしよう。付け加えておけば、
筆者のここでの問いは「なぜ」教養理念が理想
視され続けたかではなく、むしろ何らかの理由
で社会が求めた理想の一つとしての教養が存続
したという事実が招いた意味と効果にある。

4．教養と共同性

(1)教養理念が招く共同性
教養についてのこれまでの考察から抽出でき
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の関係が明瞭に浮かび上がってくることから、
本稿で教養理念と非個人性一共同性との関係に
ついて議論することは、別段新しいことではな
いように思われるかもしれない。しかし繰り返
して言えば、筆者の対象は理想として信じられ
ていた教養理念であり、そうした教養と共同性
との関係であるが、こう言うときの筆者の立脚
点は、フンボルトが提示したものとは異なる形
であるにせよ、教養理念は個人内部のみを志向
したものではなく、そこにすでに共同性が入り
込んでいるという前提である。
尤も、そもそも残余カテゴリーとしての市民

層が何らかの積極的定義を求めて教養理念を掲
げたと述べた時点で、この理念の集団志向性は
気づかれて然るべきである。それは個々人に生
の指針を示すものであったにしても、Burgerに
属しているためのものであった。そして教養の
概念それ自体を想起してみれば、それは不断に
人格形成・自己実現を目指してゆく過程のこと
であった。教養理念とはもともと17世紀に神
秘主義によって神への内的接近と捉えられたこ
とから、その後特に敬度主義において道徳的概
念へつながっていったとされ[Roth,1996:122]、
その点でもプロテスタントの救済信仰とはそう
隔たってはいないと思われるが、これがBurger
の自己定義と結びついた場合には、その意味は
異なってくる。教養の実践によって神への接近
を目指すのであれば、論理的にはその行為は個
人的なものとして神にのみ向けられればよく、
したがって教養が媒介するものは個人と神とい
うことになる。しかし一方それが個人と市民層
という集団とを媒介するときには、神の存在で
はなく、市民層を同様に構成しているはずの他
の市民の存在が前提とされている。つまり自分
が市民層に帰属することは、神との内面的な対
話によって保証されるのではなく、具体的に存

在しうる他者、すなわち他の市民および対抗相
手としての貴族の目によって保証されることと
なる。つまり個性の重視を掲げる教養理念が引
き寄せる共同性とは、集団への帰属を志向する
ものであるがゆえに、相互に対他的に自己証明
を必要とするような関係によって保たれるもの
と考えられる。こう考えるとき､教養とは個人
的・内面的に実践すればよいものではなく、そ
れを他者に見せたうえで承認を得るよう要請す
るものだと言えるが、このことからまた、教養
理念に基づいた様々なフェアアイン＝自発的な
集団による文化実践が展開され、それがドイツ
市民社会において本質的な役割を果たしたとい
うこと-つまり市民の文化活動が集団によら
なければならなかったこと-にもつながる可
能性を見出せるであろう。このような見解は、
再び教養についての先行研究の一般論を持ち出
せば、特に教養小説の議論で見られる個人的行
為としての教養あるいは内面的な読書、とい･っ
た見方とも一致しない。教養の実践は個人的な
ものなのではなく、それが市民層への帰属の証
明である以上、相互の了解・承認を不可欠とす
るものであり、したがってそこに付随する共同
性とは、相互に寄り掛かり、依存し合わざるを
えない構造を持つものと言えるのである。そこ
ではむしろ教養理念が躯っているような‘内面
的な個，とは単独には成立しえず、また個々人
がそれぞれ独立に国家と直接結びついているの
でもなく、同じ市民という同胞性こそが逆説的
にそれを成り立たせるがゆえにその幻想を支え
ているのであって、この相互依存性がわれわれ
市民という緩やかな連帯感をもたらすことにな
る。Burgerとは単独には存在しえないものとな
るのである。これは個人と神が内面において対
時するような１７世紀の教養理念からは生まれ
ないものであり、また経済的な市民（ブルジョ
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対する解答であって、教養の実践の中で、言わ
ば本来的に市民であったという遡及的定義が行
われるのである。ここで気づくべきは、教養を
実践している現時点で得られる確信が、彼らの
過去についての記憶を不可分に呼び起こす点で
ある。市民とは何かという初発の問いから連動
せざるをえないものであるがゆえに、得られる
確信は、単に今現在市民であることではなく、
もともと市民であったこととなるのである。し
かしこの確信がもたらす一種の安心感は、あく
までその「現時点」のものに過ぎない。言うま
でもなくそれは、教養が実践の継続という事実
を要件としていることに起因するのだが、本来
的に市民であったことへの確信は一度得られた
からといって決して固定的・永続的に保証され
るのではなく、常に新たに獲得しなければなら
ない。教養実践の継続必要性ゆえに、「市民で
あった」ことへの確信もまた、同様に継続され
る。あるいは同一内容の確信が不断に-教養
が実践される限り-反復ないし更新されると
言い換えてもよいだろう。しかしここで市民層
にとっての教養の意味を思い出してみると、そ
れは、貴族の生得的地位に対抗して後天的な獲
得に価値を見出すものであり、出生によらず、
現世における自己の努力を重視する点で、後天
的に獲得可能であるようなイメージを抱かせる
ものであったが、結果的に強化されるのはもと
もと市民であったという意識なのである。それ
は言ってみれば、後天的な獲得の証明によって
市民の先天性を発見するということになるので
あって、つまり自己証明とその承認が必要であ
るにせよ、出生によって市民であることが決定
されていたことを確認するのである。こうした
‘本来的に市民であった’ことの自覚は、その

確認・発見の集積効果として強く意識化きれ、
かつその本来性への信頼は不変の真実という錯

ワ）においても生成されない、教養市民層独特
の特徴と言えよう。この連帯意識は、フェアア
インにおける実際の活動によって、すなわち教
養の実践活動を通して、実感としてそれぞれの
市民に内面化されてゆくのである。市民同士に
よる横の連帯意識は、国家市民思想で見た国家
による保証の代わりに出現する。このわれわれ
意識は市民帰属という共通性によって領邦諸国
家を横断・超越するものであり、教養理念に基
づくフェアアイン活動においてはしばしばドイ
ツ各国・各都市の協会が連合していたことも、
その横の結びつきの強さを裏付けている。

(2)市民の「本質化」
こうして確保される共同性の中で行われる相

互確認とは、互いが「市民である」ことの承認
である。これは教養理念が何らかの実現ではな
く、実現へ至る過程こそに意味があると指摘し
た時点で、そこから導き出せることであるが、
その実践によって確認されるのは「市民であっ
たのだ」ということに留意しなければならない。
教養とは市民が市民たる所以を保証してくれる
ものであった。そこで注目された教養は、確か
に、より良い方向へと個人が精進してゆくこと
を目的として掲げており、望ましい方向への変
化を期待するものではあったが、しかしながら
すでに述べたように、どのように進歩したか、
あるいは最終的に目標を達成したかというよう
な、変化の証明を必要とするものではなく、そ
れゆえにその実践の継続という事実のみに意味
を持っていた。変化の期待は初期プログラムに
存在するに過ぎず、発展途上段階の到達度は副
次的なもの、あるいはほとんど意味のないもの
なのである。教養を通して確認されるのは、そ
うではなく、やはり市民であったという、自己
のもともとの位置であった。それこそが問いに
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覚の信仰にもつながってゆく。
教養の近づきやすさ、その意味での普遍性は、
より多くの人々を引き付け、フェアアイン活動
の大衆化を引き起こしたことはすでに指摘され
ている(12)o教養理念による新たなBurger意識の
確立方法は、社会的に非市民に位置づけられ得
る人々の参入を妨げるものではない。確かに実
際のフェアアインの活動には排他的措置が必ず
と言ってよいほど設けられていたことを鑑みれ
ば、教養は普遍的であったと言うことはできま
い。しかし教養の意味は差異化だけにあるので
はなく、階層化されて設立されたフェアアイン
それぞれにとってなお共通の「普遍的な」理念
として信じられたことにもある。バウジンガー
は、労働者層は教養の解放的な効果を信じてい
たと述べている[Bausinger,1987:134]・現実
的な差異／差別の存在にもかかわらず、この理
念がこの開放・解放性を保持し続けたことの重
要性はさらに、この理念をとりわけドイツ・ユ
ダヤ人が信奉していたことからも窺えよう。そ
れは彼らにとって解放のための足場であり、ド
イツ人との対話のための条件であった[Mosse,
1985]・モツセが「<教養＞の理想がユダヤ人解
放期にドイツ市民階級のあいだに広まり、これ
がキリスト教とユダヤ教という二つの伝統的啓
示宗教のあいだの溝を埋めたのである」と説明
しているように[Mosse,1985=1996:90]、教養
理念は、ドイツ人の市民層だけではなく、ドイ
ツ・ユダヤ人にとってもアイデンティティを提
供するものになり得るものだったのであり、だ
とすれば、彼らが文化面で重要な活躍をしたの
も頷ける。彼らには教養を守る必要があった。
実際、たとえばゲーテ協会ではユダヤ人が指導
的役割を果たすような現象も見られたのであ
る。このように、教養とはすべての人々にとっ
て「市民」化への道であった('3)。そしてそれ

だけではなく、教養は、誰もがそこに参加しう
るという夢を抱かせながら、市民間に連帯を気
づかせ、さらに市民層の本来性をも信じさせる
ものだったのである。それゆえに、市民である
ことを示す手段であったはずの教養は、ほどな
くそれ自体が市民たる所以を表すものとされる
ようになった。19世紀以後、本源的な「市民
性BUrgerlichkeit」への信頼は強固に支持され続
けることになるが、そうしたものは教養理念お
よびその実践の効果であったと言えよう。教養
はその中に様々な文化活動を招き入れながら、
市民間の連帯意識と、生前決定という意味での
｢市民自体の本質化」を促進したと考えられる
のである。

５．結論：市民と「ドイツ」の係留点へ
向けて

教養理念をつぶさに見てゆけば、ドイツ的国
民であるStaatsbUrgerの思想の‘失敗’は結果
的に、教養理念と市民層との深い独特の結び･つ
きによって、彼らの相互依存的な共同性と、市
民および市民性自体の本質化をもたらしたと考
えることができる。それは、ナショナリズム理
論に見られる用語で言うなら構築主義を装った
本質主義一すなわちその二者択一的な問題に
収束するものではない-とも見なせよう｡教
養のこのような論理展開から、この議論は新た
な局面へ辿り着くことになる。それは、こうし
た市民性と「ドイツ」との結びつきである。こ
の点については更に考察が必要だが、たとえば
エリアスは次のように述べている。ドイツ語の
｢文化という概念には『一体われわれの特性と
は何か』と繰り返し問わなければならなかった
国民の自意識、政治的並びに精神的な意味にお
ける自らの国境をつねに新たにあらゆる面で求
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イツの国家分断的な領邦性ゆえに、彼らが民族
文化の経験の中にはじめて共鳴空間を見出した
という点を挙げており、第二に彼らがこの民族
文化にナショナルな完成体を認めたという点を
指摘している[Bausinger,1987:137-138]。確
かに、領邦ゆえにまとまろうとする愛国主義者
の運動があり、それによって19世紀ドイツの
ナショナリズムが語られることは多いのだが、
しかしドイツ市民層にとっては、国民となるこ
とよりも、市民であることの方が切実な問題だ
ったのである。バウジンガーのこの指摘もドイ
ツの市民層に視点を置くものと言えようが、し
かしながら、そこには、‘市民文化の本質化，
への視点はない。彼が鍵となる概念として採用
した民族文化は、NationではなくVolkを冠して
いたことの意味を厳密に考慮する必要があろ
う。プレスナーがドイツにとっては「国家」で
はなく「民族」が重要な意味を持っていたと述
べているように[Plessner,1935=1995]、ドイツ
においては２０世紀の国家社会主義にとってフ
ォルク概念が独特の機能を果たすに至ったこと
からも、国民と民族とを、その重複性を認めつ
つも、混同せずに吟味してゆく必要があると考
えられるが、本論文で論じた教養が招く「市民
の本質化」は、フォルクの方にこそつながるも
のと筆者は予測している。19世紀前半の国家
市民思想の‘失敗’は、当の政治家には気づか
れなかったにせよ、別の形で、すなわち市民層
の帰属意識を維持かつ強化しながら「ドイツ」
に向かわせることになったのではないだろう
か。こうしたドイツ社会の不可避的な流れは、
教養の一側面であるデイスタンクシオン機能の
考察からは浮かび上がらない。この言わば‘市
民の本質主義，と‘ドイツ’との論理的な接合
については稿を改めて考察したい。

め、そうしてまとまっていなければならなかっ
た国民の自意識が反映している」[Elias,1969=
1977:７1]・文化概念に込められているこの心的
態度は、まさに本稿で述べた教養理念を通した
市民意識の形成と近似している。彼のこの指摘
に、それがなぜかという説明を筆者が新たに加
えるならば、市民にとって不可欠な教養理念一
一継続をその本質とする-が必然的にそうさ
せたからだと言うことができよう。常に新たに
取り組み続けなければならないことの切実さ
を、プレスナーは、ドイツ語の文化の概念には
｢重みや充実感、魂のパトス」といったものが
込められているという印象で受け止めている
[Plessner,1935=1995:122]・教養＝文化は市民
層のみならず、ドイツ国民、ドイツ民族にとっ
て独特の意味を持っているということがしばし
ば指摘されるが、再びエリアスによれば、ドイ
ツ市民層の社会的性格であった多くのものが国
民的性格となったと述べられているように
[Elias,1969=1977:108]、市民層の意識および
市民文化は、「ドイツ」の名と密接に関わるこ
とになるのである。この点については、たとえ
ばバウジンガーによる「市民化VerbUrgerlichung」
と「民族文化Volkskulmr」の議論が挙げられる。
彼によれば、教養・文化活動は確かに広い層に
門戸を開いた開放的な面を見せていたが、一方、
ヤーンが民族性Volkstum(１４)という概念を創案
して以来、市民層は非市民的文化を、すなわち
貴族の文化や労働者・農民層の文化を不法に併
合することによって「市民化」し、それを民族
文化として横領していったのである[Bausinger,
1987:136]。つまり様々な文化を市民的なもの
として再編したうえで、それを民族文化という
概念に取り込んでいったという説明である。そ
して市民層がこれほどまでに民族文化概念に執
着した理由として、バウジンガーは第一に、ド
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註
（１）コンツェ及びコッカによっても「イギリス、フ
ランスには教養市民層の対応物はないか、あるい
はあっても大きな役割を果たしていない」とされ
る[Conze&Kocka,1985:12]。また、ドイツ語の
Bildung概念自体、その等価物は他言語では見出さ
れないとされている[Vierhaus,1972:508]。
(2)資格社会の視点は教養市民層の研究の多くに見
られるが、資格の重要性は近現代ドイツ社会全体
について指摘されている。たとえば望田によれば、
ドイツ社会は「『職業資格』＝『教育資格プラス国
家試験」という方程式に緊縛されているのである。
このようなシステムは歴史的には18世紀から19世

紀にかけて、とくに官吏任用制度をモデルにして
形成されたものである。この意味で近代ドイツ＝
「資格社会」という等式を定立できる」［望田、
1995:3]。
(3)当時の語としては、Gebildete,gebildeteStande,
BiirgertumderBildung,dergebildeteBUrgerstand,

gebildeCrMittelstand等があった。
(4)このように見なされていた集団に含められる職
業はたとえば、１)大学教授、高級行政官僚、裁判
官、ギムナジウム教師、プロテスタント聖職者を
含む広義の高級官僚、２)医師、弁護士、著作家、
芸術家、ジャーナリスト、編集者などの自由職業
である［野田、1988:256]。
(5)バウジンガーは、内容的にほぼ同義の市民的文
化Kultur概念もまた多層的・多義的であることを
指摘している[Bausmger,1987:121]。
(6)こうした見方は教養と同義のものと見なされて
いた文化の概念にも当てはまる。リーデルは「<文
化＞は市民としての人間の教養（形成)」を意味す
ると述べており[Riedel,1979=1990:54]、またリ
ンガーによっても文化が「人格の修養」という意
味を持っており、心と精神の陶冶に、すなわち教
養理念に深く関わっていたことが指摘されている

[Ringer,1969=1991:55]･当初は教養、文化、啓蒙、
教育といった概念が区別されて定義されることも
あったが[Vierhaus,1972:508]、本論文において
筆者は、当時における「教養」という記号の独特
の効果を認識しながらも、リーデル、リンガー、
モッセ、バウジンガー、エリアスらの研究者と同
じく、教養と文化をほぼ等価なものと見なす立場
を取る。
(7)当時においても非実現の意識は散見されてい,る。
たとえば「我々が望む、決して達成することのな
い完全性」（ケーテ)[Vierhaus,1972:519]、「調題
は均斉のとれた教養を目指して努力すること--
それは様々な教養段階で、様々な教養集団で遂行
されるが、あの世で初めて完成する」（クルック）
[Vierhaus,1972:537]という主張である。
(8)19世紀の特に大都市においては、市民文化の開
放性に基づく下層から市民層への階層移動の可能
性に対する不安を表す証言が多く見られた
[Bausinger,1987:133]。

(9)しかし実際には彼が従来の身分社会に依拠した
見解を持っており、かつユートピア的観念を提示
したことの矛盾は既に指摘されている[Kraul,1988
：48-49]。
(10)誤った教養は無教養よりも悪いという意見さえ
あった[Viemaus,1972:545]。
(11)フレーフェルトは市民層が教養とく精神文化＞
に基づいた個性への要求Individualitatanspruchにつ
いて指摘している。但し、この個性とはあくまで
「完全な（男性の）個性」である（括弧は原著者）
[Frevert,1988:130]。
(12)ハルトヴイヒによれば、フェアアイン組織が社
会全体を教養という市民的規範へと方向づける手
段となり、手工業者や労働者のフェアアインにと
っても教養理念がその推進力になっているとされ
ている[Hardtwig,1984:42-43]。
(13)差異化及び排除の機能が市民層の女性に対し､て
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作用していたことは言うまでもない。そこでは単
に普遍的教養からの女性の排除が行われていただ
けではなく、教養のジェンダー化があった[Kraul,
1988:50-51]・教養市民層と女性．ジェンダーの問
題はすでに歴史研究が進められている。
(14)Volkという概念はもともと民衆．庶民といった

意味で用いられていたが、ヤーン以来、徐々に
｢民族」の含意が強められることになる。しかし、
後者が前者の意味を駆逐したというよりは、ドイ
ツの「民族」概念にはその後も常に「民衆」への
視点を含んでいるという自覚が付随することにな
ったと考えるべきであろう。
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